
令和６年度福井県障がい者虐待防止・権利擁護研修 実施要領 

〔施設従事者コース〕 

 

１ 研修の目的 

   障がい者虐待の未然防止や早期発見、迅速な対応、虐待発見後の適切な支援や関係

機関間の連携の強化等を図るため、市町の障がい者虐待防止担当職員等および障害福

祉施設従事者等を対象に虐待防止についての理解や専門性の向上等に関する研修を実

施します。 

 

２ 研修日時および会場 

⑴  講義…申込不要 

  １２月２０日までに下記URLから受講してください（対象の動画は別紙カリキュラム

を参照）。 

▼令和６年度障害者虐待防止・権利擁護指導者養成研修 資料・動画｜厚生労働省 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/

chiikikyosei/03kenshyu_00019.html 

  ※ 受講後に、視聴報告をお願いします 

  ▼令和６年度 福井県障がい者虐待防止・権利擁護研修【講義】視聴報告 

  https://forms.office.com/r/pAUCEywKhL 

 

⑵  講義・演習（いずれかの日を受講）…申込必要 8（1）に申込方法の記載があり

ます 

  ア 講義（事前課題） 

   演習日までに下記URLから受講してください（対象の動画は別紙カリキュラムを参

照）。 

▼令和６年度障害者虐待防止・権利擁護指導者養成研修 資料・動画｜厚生労働省 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/

chiikikyosei/03kenshyu_00019.html 

  ※ 受講後に、視聴報告をお願いします 

  ▼令和６年度 福井県障がい者虐待防止・権利擁護研修【講義】視聴報告 

  https://forms.office.com/r/pAUCEywKhL 

 

 イ 演習 

日時 実施方法 会場 

令和６年１２月１６日（月） 

 ９：００～１７：１０ 
集合 

市民プラザたけふ 

（越前市府中１-１１-２） 

令和６年１２月２０日（金） 

 ９：００～１７：１０ 
集合 

きらめきみなと館 

（敦賀市桜町１-１） 

※演習（12/16, 12/20）は同一の内容で実施します。受講日程については事務局で決定し、結

果はメールにてお知らせします。日程の指定および決定後の変更はできません。どの日程でも

確実に受講できるように法人・事業所等内で御配慮願います。会場については、お住いの地域

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/chiikikyosei/03kenshyu_00019.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/chiikikyosei/03kenshyu_00019.html
https://forms.office.com/r/pAUCEywKhL
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/chiikikyosei/03kenshyu_00019.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/chiikikyosei/03kenshyu_00019.html
https://forms.office.com/r/pAUCEywKhL


と必ずしも合致するとは限りませんのであらかじめ御了承ください。 

 

３ 実施主体 福井県 

 

４ 研修内容 別添カリキュラム参照  

 

５ 受講対象者 

障害福祉サービス事業所等の管理者、虐待防止責任者等、障害者虐待防止委員会・

身体的拘束等適正化委員会で中心となって虐待防止を推進していく立場の職員 

・各事業所等にて伝達研修を行っていただくことを目的としておりますので、各事業

所等から１名の申込みとしてください。 

・上述の立場の職員であっても、伝達研修以外の目的での申込みは御遠慮ください。 

・なお、講義はどなたでも視聴できます。特に、学校、保育所等、医療機関、放課後

児童クラブの関係者で障害者虐待防止の取り組みを中心的に推進すべき方々の視聴

を推奨いたします。 

 

６ 研修定員 両会場合わせて１００名程度。 

定員を超えた場合はお断りをする場合があります。 

 

７ 受講料 

無料（ただし、資料については後日総合福祉相談所のホームページ等に掲載予定で

すので、必要な場合は各自で印刷をお願いします。） 

 

８ 受講申込みおよび受講決定 

⑴ 申込み方法  

電子申請について 

   下記研修案内ページにアクセスしていただき、ページに記載されている申込みにあ

たっての注意事項等を熟読し、福井県電子申請システムよりお申込みください。 

  ＊電子申請システムへの入り方は下記研修案内ページにて案内しています。 

  【研修案内ページ】 

   福井県総合福祉相談所ホームページhttp://www.pref.fukui.lg.jp/doc/soudansyo/ 

→「障害者虐待防止・権利擁護研修」 

 

（2）申込み締め切り 

    令和６年１１月１５日（金）１７：００ 

 

（3）受講者の決定 

    受講決定の確認には、申請時に登録したE-Mailアドレス、パスワード、およ 

び申請完了後に通知された受付番号が必要になりますので、お忘れのないよう御注 

意ください。また申込み締め切り後２週間を目途に、申込時に入力されたE-Mailア 

ドレス宛に受講決定のお知らせをします。 

 

http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/soudansyo/
http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/soudansyo/chikousou/shougai_kensyuu.html


 

（4）申込みにあたっての注意事項 

   研修申込みにおいて記載された個人情報は、研修修了者の名簿作成、研修でのグル

ープ分けなどの研修に関連する業務においてのみ利用します。 

 

９ その他 

今後の情勢等により、日程の変更や延期・中止となる可能性がありますので、あら

かじめ御了承ください。また、洪水・大雨・暴風雨（雪）警報が発令される場合は延

期を検討し、研修前日１８時までに福井県総合福祉相談所のホームページ内に記載し

ます。 

 

最新の情報は福井県総合福祉相談所のホームページ

（http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/soudansyo/）を定期的に御確認ください。 

 

１０ 問い合わせ先  

 ※ お問い合わせは電子メールにてお願いします。 

   福井県総合福祉相談所 障がい者支援課（担当：高澤・窪田・宮本） 

E-Mail：sgk-info@pref.fukui.lg.jp 

http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/soudansyo/
mailto:sgk-info@pref.fukui.lg.jp

